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都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと当該
エリアに誘導する施設を設定

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持するエリ
アを設定

◆都市機能を維持できる人口密
度を維持

◆区域内の居住環境の向上（空
家、空地対策等）

◆区域外の居住の緩やかなコント
ロール

その他の都市計画区域
緩やかな居住

◆区域外の居住の緩やかなコント
ロール

公共交通
維持・充実を図る公共交通網を設定

◆公共交通を軸とするまちづくり（「地域公共交通網形成計画」と連携）

◆公共交通の便性向上（バス路瀬の再編、交通結節点の整備）

◆公共交通の利用促進（利用促進策の実施）
（H28現在の西予市のバス利用率10.3% H28年度一般市民アンケート結果）

◆都市機能（福祉・医療・商業等）
の立地を誘導

◆歩いて暮らせるまちづくりの推
進

◆区域外の都市機能立地の緩や
かなコントロール

◆都市再生整備計画における補
助の拡充



項目 記載事項 定める内容

立地適正化
計画区域

区域 都市計画区域内の区域

基本的な方針
住宅及び都市機能増進施設(※）の立地の適正化に関する基本的な方針
※医療施設、福祉施設、商業施設、その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便
のため必要な施設

都市機能
誘導区域

区域
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域
・医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約するこ
とにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域

講ずべき施策 都市機能増進施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関す
る事項

居住誘導
区域

区域
都市の居住者の居住を誘導すべき区域
・人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活
サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

講ずべき施策 居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の
居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項



項目 定める内容

１．はじめに
・計画策定の背景と目的
・対象区域、目標年次、計画の位置づけ

２．都市構造の分析と課題抽出

・人口等の動向（メッシュ別将来人口分布等）
・土地利用の現況（低未利用地、公有地等）
・公共交通の現況
・都市機能の配置状況
・財政、地価の状況
・西予市における都市構造上の課題

３．立地適正化に関する基本的な方針
・目指すべき都市構造
・ターゲット（何を実現するか）の検討

４．居住誘導区域

(1)基本的な考え方 ・居住誘導区域の位置づけ、役割等

(2)区域設定の考え方 ・区域設定基準、居住誘導区域図

(3)誘導施策 ・届出制度、その他支援制度

５．都市機能誘導区域

(1)基本的な考え方 ・都市機能誘導区域の位置づけ、役割等

(2)区域設定の考え方 ・区域設定基準、都市機能誘導区域図

(3)誘導施設 ・区域別の誘導施設の設定

(4)誘導施策 ・届出制度、その他支援制度

６．目標値・施策達成状況の評価方法
・評価項目の設定
・目標値の設定
・評価方法の設定


